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《継続》令和８年４月頃 

《新規》令和８年５月３０日まで 
補助金交付申請書の提出【事業者→県】 要綱様式 1 

↓ 

《新規》令和８年７月 審査会（書類審査を実施する場合があります）  

↓ 

《継続》令和８年４月頃 

《新規》令和８年７月頃 
補助金交付決定    【県→事業者】  

↓ 

令和８年１０月２０日まで 
遂行状況報告書（９月３０日現在）提出 

【事業者→県】 
要綱様式 5 

↓ 

受理後 遂行状況等担当者打ち合わせ【現地等】  

↓ 

令和９年１月２０日まで 
遂行状況報告書（１２月３１日現在）提出 

【事業者→県】 
要綱様式 5 

↓ 

受理後 遂行状況等担当者打ち合わせ【現地等】  

↓ 

補助事業の完了日から２０日以内又

は令和９年 4 月 20 日までの 

いずれか早い日 

実績報告書提出    【事業者→県】 

提出が令和９年３月３１日を過ぎる場合、

別途、完了届の提出が必要です 

（参考：3-3 実績報告書の作成及び 

県の担当者への提出） 

要綱様式 6 

↓ 

受理後 完了検査等      【県→事業者】  

↓ 

完了検査後 補助金の額の確定   【県→事業者】  

↓ 

額の確定後、約１か月程度 補助金の精算払    【県→事業者】  

↓ 

補助事業終了後３年間の事業化状況の 

報告 

※補助事業の最終年度が令和８年度の場合 

【令和９年度分】令和１０年４月２０日まで 

【令和１０年度分】令和１１年４月２０日まで 

【令和１１年度分】令和１２年４月２０日まで 

 

経過報告書の提出   【事業者→県】 要綱様式 11 

 

※事業完了（支払完了）期限は、令和９年３月３１日までです。 

※期限を過ぎて支払った経費は補助対象にならないので、注意してください。 

※提出書類の様式は、新産業振興課のウェブサイトに掲載しています。 

 

       交付申請書提出後のスケジュール 1-1 

１ スケジュール 



-2- 

 

 

 

 

【補助対象となる技術（製品）開発費及び需要開拓費】・・・次の全てを満たすもの 

 

① 本事業の実施にあたり、交付決定日（継続の場合）又は募集期限の翌日（新規の場合）から、

令和９年３月 31 日までの間に要した経費 

※支払根拠資料（仕様書、見積書、支払記録等）が上記期間内のもの 

※単価５０万円（税抜）以上の物件については原則２社以上から見積をとることが必要 

ただし、発注内容の性質上２社以上から見積をとることが困難な場合は、特定の１社との

随意契約とすることができますが、その相手方との随意契約とする理由書が必要です。なお、

海外企業から調達を行う場合も同様です。 

 

② 補助対象となる経費は、別表に掲げるもの 

※他事業と区分して経理管理を行うこと 

※補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ、証拠書類によって金額等が確認

できるものに限る 

 

 別表（補助の対象となる経費） 

経費区分 内       容 

技
術
ᶝ
製
品
ᶞ
開
発
費 

原材料費 【原材料費及び副資材の購入に要する経費】 

◆研究・技術開発に直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に

要する経費 

 

※購入数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時に使い切ることを

原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品は補助の対象に

なりません。 

※受払簿（任意様式）を作成し、その受払いを明確にするとともに、

試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を

保管（保管が困難なものは写真による代用も可）してください。  
構築物費 【構築物の購入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費】 

◆構築物は、研究・技術開発に必要不可欠で、補助の対象として適切な

プレハブ等の簡易なものに限る  
機械装置費 【機械装置の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費】 

◆研究・技術開発に必要な機械装置の購入に要する経費 

◆研究・技術開発に必要な機械装置を自社により製作する場合の部品の

購入に要する経費 

◆研究・技術開発に必要な機械装置を外注により試作、改良、据付け、

修繕する場合に要する経費 

◆研究・技術開発に必要な機械装置、分析装置等の借用に要する経費 

 

○ 製作、購入 

・取得価格が５万円（税抜）以上のものであって、かつ使用可能期

間が１年以上のものが該当します。 

 

○ 改良・加工 

       補助の対象となる経費 2-1 

２ 補助金取扱の注意 
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・機械装置と一体で捉えられるものであって、当該処理がなければ

機械装置の動作に著しく弊害が出るものであり、かつ軽微なもの

に限ります。 

 

○ 据付け 

・機械装置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。設置場所の

整備工事や基礎工事は含みません 

 

○ 借用 

・リース及びレンタル等をいい、見積書、契約書等が確認できるも

ので、かつ補助事業期間に要する経費のみ対象となります。 

・借用に係る契約期間が補助事業期間を超える場合には、按分等に

より当該補助事業期間分の経費を算出してください。 

 

○ 既存設備の移設 

・補助目的を達成する上で新規に導入する設備と合わせて使用する

必要があり、かつ、移設経費が同等設備の新規導入経費に比べて

経済的合理性がある場合に限ります。 

 

○ 機械装置費にて購入又は製作した機械装置等の管理 

・購入した補助事業者が一切の管理責任を負うものとします。 

・補助事業者が購入した機械装置を、グループ内の他の事業者等が

所有する場所へ設置して使用する場合は、使用を管理する帳簿を

具備するとともに、補助事業者が使用状況を把握してください。 

 

○ 取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械装置等 

・５０万円（税抜）以上の機械装置を取得又は改良等した場合は、

補助事業終了後も、その機械装置（以下「取得財産」という。）を

善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って

その効果的運用を図らねばなりません。 

・処分制限期間内に取得財産を処分（①補助金の交付目的に反する

使用、譲渡、交換、貸付け、②担保に供する処分、廃棄等）しよ

うとするときは、あらかじめ県の承認を受けてください。 

 

※本事業で購入した機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合

は、県への事前承認が必要です。ただし、担保権実行時に補助金の

返還を求められる場合があります。  
工具器具費 【工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費】 

◆研究・技術開発に必要な機械装置等の製作をするための工具・器具の

購入に要する経費 

◆研究・技術開発に必要な機械装置を製作するための工具・器具を外注

により試作、改良、据付け、修繕をした場合に要する経費 

◆研究・技術開発に必要な機械装置を製作するための工具・器具の借用

に要する経費  
外注加工費 【外注加工に要する経費】 

◆研究・技術開発に必要な原材料等の再加工及び設計等を外注する場合

に要する経費 
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○ 外注契約の締結について 

・外注内容及び金額等を明記した契約書を交わしてください。 

・契約金額の妥当性等（経費の内訳等を含む）について説明資料の

提出を求める場合があります。 

・契約金額が通常設定している価格に比して著しく割高である等、

妥当でないと判断される場合は、当該外注費について減額するこ

とがあります。 

 

○ 外注ができないものについて 

・実施内容について創意工夫や検討が必要であり、仕様書において

実施内容を具体的に指示できないもの（技術課題の解決に向けた

開発、試験、分析結果等を踏まえた製品化、製品の改良等）は、

外注できません。 

・これらの内容について補助事業者以外の者に実施させる場合は、

共同研究契約又は委託契約としてください。 

 

※グループを構成する事業者等への外注加工費は計上できません。 

※外注加工先が機械装置等を購入する費用は、補助対象になりません。 

※機械装置の製作を外注する場合は、機械装置費に計上してください。  
分析等費 【技術（製品）開発に係る分析等に要する経費】 

◆技術（製品）開発に必要な分析、解析、試験等に支払われる経費 

 

○ 委託契約の締結について 

・委託内容及び金額等を明記した契約書を交わしてください。 

 

○ 委託費の計上について 

・内訳が確認できる経費明細書（任意様式）を提出してください。

ただし、契約書に内訳の記載がある場合は不要です。 

・機械装置費は計上できません。 

・委託費に計上する各経費についての考え方は、原則として補助事

業者における各経費の考え方と同一とします。 

 

○ 委託に係る経理処理について 

・委託先においても補助事業者と同様の経理処理が必要です。 

・委託先に対する支払額を確定する際には、補助事業者が委託先の

各種帳票類を確認しなければなりません。 

 

○ 一般管理費について 

・実証研究以外の業務のみを委託する場合は、委託先において諸経

費として計上することを認めます。 

・上限金額は、委託先の直接経費の１０％とします。 

・直接経費とは、評価・実証研究費、労務費、諸経費（一般管理費

を除く）をいいます。 

 

○ 委託研究により生じた成果物（知的財産権等を含む）の扱い 

・補助事業者に帰属させることを原則とします。 
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・委託先が大学及び公的研究機関等である場合で、かつ当該機関の

既存の内規等により成果物を補助事業者に帰属させることが困難

なときは、当該機関と契約しなければ補助事業の目的を達成でき

ない場合に限り、委託先の内規等にそって、成果物の一部又は全

部を補助事業者に帰属させない契約とすることができます。ただ

し、成果の一部又は全部が補助事業者に帰属しないことにより、

事業化に支障がでないようにしてください。 

 

○ 外部の機関に研究・技術開発の一部を委託する場合の経費 

・外部の機関とは、補助事業者が技術課題を解決する上で、専門技

術的な見地から有効な解決方策を提案・支援することができる、

以下に掲げる者とします。 

・公的研究機関（独立行政法人等） 

・国立大学法人、公立大学法人、私立大学法人、国公私立高等

専門学校 

・地方公共団体が設置する試験研究機関（地方独立行政法人を

含む） 

・財団法人、社団法人、地方公共団体が出資している法人等 

・その他、補助事業に関する分野における専門技術的見地を有

していると認められる法人等  
技術指導受入
費 

【技術指導の受入に要する経費】 

◆技術（製品）開発を行うに当たって外部からの技術指導を特に必要と

する場合及び産業財産権等の導入に支払われる経費 

 

○ 技術指導契約の締結について 

・指導内容及び金額等を明記した契約書を交わしてください。 

 

○ 技術指導費の計上について 

・内訳が確認できる経費明細書（任意様式）を提出してください。

ただし、契約書に内訳の記載がある場合は不要です。 

・対象経費は謝金及び旅費とし、各経費についての考え方は、原則

として補助事業者における各経費の考え方と同一とします。 

 

※研究・技術開発費に占める技術指導受入費及び共同開発費の合計額

の割合は、２分の１を限度とします。 

 

共同開発費 
 

【技術（製品）開発を共同で行う場合に要する経費】 

◆大学、研究機関等と共同で技術（製品）開発を行う場合に要する経費 

 

○ 共同開発契約の締結について 

・共同開発内容及び金額等を明記した契約書を交わしてください。 

 

○ 共同開発費の計上について 

・内訳が確認できる経費明細書（任意様式）を提出してください。

ただし、契約書に内訳の記載がある場合は不要です。 

・補助事業者と共同開発先（大学等）とで費用を分担する場合は、

補助事業者が負担している部分のみが補助対象です。 
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・機械装置費は計上できません。 

・共同開発費に計上する各経費についての考え方は、原則として補

助事業者における各経費の考え方と同一とします。 

 

○ 共同開発に係る経理処理について 

・共同開発先においても補助事業者と同様の経理処理が必要です。 

・共同開発先に対する支払額を確定する際には、補助事業者が共同

開発先の各種帳票類を確認しなければなりません。 

 

○ 共同開発により生じた成果物（知的財産権等を含む）の扱い 

・補助事業者に帰属させることを基本とします。 

・共同開発先の既存の内規等により、成果物を補助事業者に帰属さ

せることが困難なときは、成果物の一部又は全部を補助事業者に

帰属させない契約とすることができます。ただし、成果の一部又

は全部が補助事業者に帰属しないことにより、事業化に支障がで

ないようにしてください。 

 

※研究・技術開発費に占める技術指導受入費及び共同開発費の合計額

の割合は、２分の１を限度とします。  
人件費 
 

【技術（製品）開発に直接関与する者の人件費】 

◆技術（製品）開発に直接関与する者の人件費。ただし、直接作業時間

に対するものに限る。 

 

※研究・技術開発費に占める人件費の割合は２分の１を限度とします。  
その他の経費 【技術（製品）開発に係るその他の経費】 

◆技術（製品）開発に当たって、特に必要と認める経費 

 

○ 放射光施設等の専門的施設の利用に要する経費 

・施設使用料、施設使用に必須となる諸経費。 

・施設使用にあたり受講が必須となる講習の受講料、受診が必須と

なる健康診断受診料等。ただし、受講者及び受診者は、必要最低

限の人数に限ります。 

 

○ 知的財産権等の取得、認証取得、承認申請等に要する経費 

・本事業の成果の事業化にあたり必要となる知的財産権（特許権）

等の取得、認証取得、承認申請等に関連して、専門家に手続等を

依頼する場合の経費。ただし、補助事業期間内に依頼及び手続が

完了するものに限ります。 

＜対象となる経費＞ 

・弁理士の手続代行費用 

・外国特許出願のための翻訳料 

・国際規格認証の取得に関する経費 

＜対象とならない経費＞ 

・日本の特許庁及び認証機関等に納付する手数料等 

・特許権に係る拒絶査定に対する審判請求又は訴訟の経費 

※補助対象経費総額（税抜）の３分の１を限度とします。 
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○ 運搬費 

・運搬料、宅配・郵送料等の支払に要する経費。 

 

○ 旅費 

・補助事業者等の旅費規程等により算定してください。 

・航空機を利用した場合は、領収書及び搭乗半券等が必要です。 

・社用車、自家用車、レンタカー等の利用に係る諸経費（ガソリン

代、高速料金、駐車料金等）は、旅費規程等で支給が認められて

いる場合に限ります。 

・タクシー利用に係る経費は、他に交通の便がない又はバスの運行

数が少ない等、補助事業の実施に著しく支障を生じる場合に限り

ます。タクシー利用の理由書及び領収書等が必要です。 

・グリーン料金（Ａ寝台）、ファーストクラス料金等、普通席以外の

鉄道賃及び航空賃は認められません。  

需
要
開
拓
費 

需要開拓指導
受入費 

【需要開拓指導の受入に関する経費】 
◆需要開拓を行うに当たって、外部からの指導を特に必要とする場合に、

指導者等に支払われる経費  
事務費 【需要開拓に係る事務経費】 

◆会議費、会場借料、資料費、印刷費、原稿料、集計費、通信運搬費、消
耗品費、雑役務費  

会場設営・運
営費 

【会場設営・運営に要する経費】 
◆需要開拓のために必要な展示会の開催及び展示会への出展等に係る経費  

広報宣伝費 【広報宣伝に要する経費】  
委託費 【調査・分析委託費、意匠開発委託費】 

◆需要開拓を行うに当たって、調査や分析、意匠開発を外部の機関に委
託して行う場合に、外部機関に支払われる経費  

その他の経費 【需要開拓に係るその他の経費】 
◆需要開拓に当たって、特に必要と認められる経費  
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１ 原則として【仕様→見積→発注→納品→検収→支払】の手順で処理し、根拠書類（仕様書、

見積書、発注書、注文請書、納品書、請求書、銀行振込受領書等）を提出してください。 

２ 提出書類の宛名は補助事業者名で統一してください。宛名が空欄等、補助事業者宛てに発行

されたことが確認できない場合には、補助対象外となることがあります。 

３ 原則２社以上から相見積りをとり、最低価格を提示した者を選定してください。相見積りを

とっていない場合及び最低価格を提示した者を選定していない場合には、理由書を提出してく

ださい。ただし、既存の内規等により、相見積りをとらなくてよいと定められている場合は、

相見積りの徴収及び理由書の提出を省略できます。 

３ インターネットやメール等による注文を行った場合は、発注書に代わるもの（データ等）を

提出してください。 

４ 納品書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。 

５ 銀行振込受領書等により、支払の事実（相手方、支払日、支払額等）を明確にしてください。 

 

 

 

１ 対象となる人件費について 

本事業に係る研究・技術開発に直接関与する者（以下「事業従事者」という。）の人件費

のうち、直接作業時間に対するものに限ります。 

研究・技術開発費に占める人件費の割合は２分の１を限度とします。研究・技術開発費の

補助対象経費が減額された場合、人件費の補助対象経費も減額されるので注意してください。 

 

２ 人件費の算出について 

事業従事者ごとに、時間単価（算出方法は下記）と従事時間の積算により算出します。 

 
 
 

１ 次の要件を全て満たす者の時間単価は、健保等級を用いて、等級単価一覧表（別表１）に

より、該当する時間単価を適用します。 

① 健康保険料を徴収する事業主との雇用関係に基づき、本補助事業に従事する者 

※ただし、役員（使用人兼務役員は除く）及び日給又は時給での雇用契約者は、健康

保険法による健康保険加入者であっても「健保等級適用者以外の者」（2-3-2）と

して取り扱います。 

② 健康保険法による健康保険加入者で、標準報酬月額保険料額表の健保等級適用者 

 

２ 時間単価は、賞与回数に応じて次の各号に応じた区分を選択します。 

① 賞与が支給されない者、又は年４回以上支給される者 ⇒別表１《Ａ区分》 

② 賞与が年１～３回支給される者 ⇒別表１《Ｂ区分》 

 
 
 

１ 給与形態別に次の時間単価を適用します。 

① 年俸制 年額を１２で除した額を月給相当額とし、月給単価算出表（別表２）の「月給

範囲額」により該当する時間単価 

② 月額制 別表２の「月給範囲額」により該当する時間単価 

③ 日給制 日額を所定労働時間で除した金額 

④ 時給制 当該時給額 

       人件費の取扱について 2-3 

       健康保険等級（以下「健保等級」という。）適用者 2-3-1 

       健保等級適用者以外の者 2-3-2 

       機械装置、消耗品等に関する経理処理について 2-2 
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２ 人件費の対象となる経費は次のとおりです（健康保険の報酬月額算定に準ずる）。 

基本給、家族手当、住居手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残

業手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務

地手当、役員報酬の内給与相当額等、金銭で支給されるもの 

 

３ 通勤手当は次のとおり取り扱います。 

① 年俸制又は月額制適用者 

給与明細、雇用契約書、就業規則等から確認できる通勤手当の額を、「月給範囲額」に

加算することができます。 

② 日給制又は時給制適用者 

通勤単価（※）を所定労働時間で除した金額を「日額を所定労働時間で除した金額」又

は「当該時給額」に加算することができます。ただし、給与明細、雇用契約書、就業規則

等から通勤手当の額を確認できるものに限ります。 

※通勤単価：１日あたりの通勤手当から消費税及び地方消費税相当額を除外した金額 

４ 事業期間内に支給される賞与額を、次のとおり加算することができます。なお、事業期間

対象分の賞与を支給することが確定している場合も含みます。 

① 年俸制又は月額制適用者 

年額に加算できる賞与額：年間賞与 

月額に加算できる賞与額：上期又は下期の賞与÷６月（１円未満切捨て） 

② 日給制又は時給制適用者 

日給に加算できる賞与額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日（１円未満切捨て） 

時給に加算できる賞与額：日給に加算できる賞与の額÷所定労働時間（１円未満切捨て） 

 
 

 
 
 

１ 等級単価適用者が等級単価一覧表（別表１）に適用する健保等級については、以下の方法

により決定します。 

① 従事月に適用されている健保等級を適用します。 

② 健保等級の変更があった場合は、その改定月から改定後の健保等級を適用します。 

・定時決定は、被保険者標準報酬決定通知書の適用年月を適用します。 

・随時改定は、被保険者標準報酬決定通知書の改正年月を適用します。 

③ 健保等級証明書（様式１）により、給与担当課長等による実績証明が必要です。 

④ 必要に応じて、被保険者標準報酬決定通知書等の提出を求める場合があります。 

 

２ 月給単価算出表（別表２）により単価を算出する者の月給額（月給相当額）については、

以下の方法により決定します。 

① 当該月に適用されている給与額を適用します。 

② 給与額に改定があった場合は、その改定月から改定後の給与額を適用します。 

③ 給与証明書（様式２）により、給与担当課長等による実績証明が必要です。 

④ 必要に応じて、雇用契約書等の提出を求める場合があります。 

 

       等級単価一覧表及び月給単価算出表の適用方法 2-3-3 
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１ 補助業務従事日誌（様式３）は、事業従事者の従事時間及び作業内容を証明するものです。

人件費の実績確認に必須の証拠書類となります。 

 

２ 記載方法及び注意事項 

① 事業従事者本人が記載してください。 

② 本事業に従事した時間のみを記載し、休憩時間は除外してください。 

③ 従事内容（実験、試作等）が分かるように記載してください。 

④ 責任者は、従事実態に即しているか、タイムカード等の帳票類と矛盾がないかを確認の

うえ、記名・押印してください。 

⑤ 個人情報保護の観点から必要がある場合は、マスキング等の処理をしてください。 

 
 

      
 

人件費の確認書類として、実績報告時に以下の書類を提出してください。 
 

適用区分 提出書類 

等級単価適用者 ・健保等級証明書（様式１） 
・補助業務従事日誌（様式３） 
 
・給与の支払が確認できる書類 
  （給与台帳、給与明細、銀行振込の記録等） 
・勤務時間が確認できる書類 
  （出勤簿、タイムカード、就業規則等） 

等級単価適用者以外の者 ・給与証明書（様式２） 
・補助業務従事日誌（様式３） 
 
・給与の支払が確認できる書類 
  （給与台帳、給与明細、銀行振込の記録等） 
・勤務時間が確認できる書類 
  （出勤簿、タイムカード、雇用に関する契約書等） 

 

 
 

       直接作業時間の算定について 2-3-4 

       人件費の確認書面について 2-3-5 
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以下の経費は補助対象外となります。 

 

○ 補助事業者として当然備えているべき機械・備品等（机、椅子等の什器類、事務機器等） 

○ 補助金の交付決定日（継続の場合）又は募集期限の翌日（新規の場合）よりも前に発注、購入、

契約等を実施したもの 

○ 補助事業者が既に所有しており、転用・代用が可能と認められる機械・設備等 

○ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの（事務用パソコン、プリンタ、ソフトウェア等）の

購入費（分析機器等と一体となり専用で使用される等、汎用性が無い場合は補助対象） 

○ 学会参加旅費及び海外旅費 

※事業の遂行に不可欠である等、補助対象と認められる場合があります。事前に県の担当

者に相談してください。 

○ 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費（テスト販売を除く） 

○ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

○ 商品券等の金券 

○ 文房具など事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

○ 郵便料金、電話料金、インターネット利用料金等の通信費 

※通信に関する製品及び技術等に係る実証研究のために要する通信回線等の使用料であり、

かつ他の通信に流用できないもの（実証研究にのみ利用するもの）については補助対象

と認められます。事前に県の担当者に相談してください。 

○ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 

○ 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用 

○ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用 

○ 訴訟等のために弁護士に支払う費用 

○ 収入印紙及び振込等手数料（代引手数料を含む） 

○ 各種保険料及び公租公課等 

○ 借入金などの支払利息及び遅延損害金等 

○ 補助事業計画書、交付申請書等の書類作成及び送付等に係る費用 

○ 本事業に係る経理処理等の事務担当者の労務費 

○ 本事業に関して、研究業務以外（県との事務打合せ、報告書等の作成、特許出願に関する弁理

士との打合せ等）に要した時間の労務費 

○ 価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 

○ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

○ その他、補助事業に要する経費として明確な説明ができない経費 

 

 

 

補助金の支払いは後払いになります。 

 

○ 県から補助事業者への補助金の支払いは、事業完了後（補助金額の確定後、翌年度５月

頃）になります。 

○ 補助対象経費であっても、補助事業者がいったん全て立て替え、物品購入業者等へ支払

う必要がありますので、注意してください。 

       補助金の支払いについて 2-5 

       補助対象とならないもの 2-4 
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１ 代金の支払いは令和８年度内に完了してください。 

○ 本事業の補助対象経費については、令和９年３月３１日までに全ての支払いを完了させ

てください。 

○ 小切手又は手形で支払う場合は、令和９年３月３１日までに決済される（支払期日が到

来する）必要があります。 

 

２ 「回し手形」での支払いはできません。 

○ 本事業については、補助事業者自身が経費を負担したことを証明する必要があります。 

○ 経費の支払いの際、費用負担の証明ができない「回し手形（裏書譲渡された手形）」は使

用できません。 

 

３ 代金の支払いは原則「銀行振込」としてください。 

○ 支払い事実に関する客観性を担保するため、原則、支払いは銀行振込としてください。 

○ クレジットカードによる支払いは、補助事業者名義のもので、令和９年３月３１日まで

に引き落とし（クレジットカード会社への支払い）が完了する場合のみ認めます。 

 

 

 

消費税分は補助金の対象となりません。 

 

○ 補助事業の制度上、消費税分を各補助事業者へ支払うことができません。 

○ 補助対象経費は、全ての金額を消費税抜きの額で計上してください。内税の場合は所定

の率で割り戻して、税抜価格にて精算してください。 

 

 

 

事業の内容が変わる場合は、知事の承認が必要となります。 

 

○ 補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ変更申請を行

い、知事の承認を受けなければなりません。 

○ 変更申請及び承認の手続きをとらずに行われた事業は、補助対象事業として認められな

いことから、事業内容に変更が生じそうな場合には、県の担当者に相談してください。 

○ 補助金交付決定額を増額する変更はできません。最終的な経費が当初の予定よりも増え

た場合でも、交付される補助金は当初の決定額となります。 

 

○ 以下に示す軽微な変更の場合は手続きをする必要はありませんが、手続きが不要か判断

しますので、県の担当者に相談してください。 

＜承認が不要となる軽微な変更＞ 

・補助事業に要する経費相互間の２０%以内の変更である場合 

・補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合 

 

       補助事業者から受注業者への代金の支払いについて 2-6 

       消費税の取り扱いについて 2-7 

       事業内容の変更について 2-8 
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補助事業で整備した設備等を、勝手に処分することはできません。 

 

○ 財産の台帳を整備し、補助事業の完了後も、保管状況を明らかにしてください。 

○ 補助金で整備した施設や設備を補助金の交付目的以外に使用したり、処分したりする場

合は、事前に知事の承認を受けなければなりません。 

○ 処分とは、取壊し、廃棄、他の用途での使用、貸付、譲渡、交換、担保提供のことです。 

○ 処分に係る知事の承認が必要となる期間は、「当該財産の耐用年数を勘案して知事が定め

る期間」となります。 

○ 知事の承認を受けて財産を処分し収入を得た場合には、その収入に相当する額の全部又

は一部を県に返還する必要があります。 

 
 

 

 

同一のテーマで他の補助事業との重複はできません。 

 

○ 同一のテーマ・内容の事業について、他の機関が実施する補助金、助成金、奨励金等と

の併用はできません。 

 

       補助金により整備した設備（財産）の管理について 2-9 

       他の補助事業の取り扱いについて 2-10 
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補助事業において、補助事業者自身又は関係会社からの調達（工事を含む。）をする場合、補助

対象経費に利益等相当分が含まれることは補助金交付の目的上ふさわしくないため、原則以下の

とおり取り扱うこととします。 

 

１ 利益等排除の対象となる調達先 

・以下の①～③の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわゆる

下請会社の場合も含む。） 

① 補助事業者自身 

② １００％同一の資本に属するグループ企業 

③ 補助事業者の関係会社（上記②を除く） 

・利益等排除の対象範囲は、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関連会

社及び関係会社とします。 

 

２ 利益等排除の方法 

①補助事業者の自社調達の場合 

・原価をもって補助対象経費に計上します。 

・この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。 

 

②１００％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

・取引価格が、当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助

対象額とします。 

・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上

高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」という。）をもって取引価格から利益相

当額の排除を行います。 

 

③補助事業者の関係会社（上記②を除く。）からの調達の場合 

・取引価格が、製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内で

あると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費に計上します。 

・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上

高に対する営業利益の割合（以下「営業利益率」という。）をもって取引価格から利益相当額

の排除を行います。 

 

※②における売上総利益率及び③における営業利益率は、小数点第２位を切り上げて計算し、

それぞれマイナスの場合は０とします。 

 

※製造原価、販売費及び一般管理費については、それらが当該調達品に対する経費であること

を証明するため、根拠となる資料を提出してください。なお、②及び③が一般の競争の結果

最低価格であった場合は、この限りではありません。 

       補助事業における自社調達などを行う場合の利益等排除の考え方 2-11 
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経費区分ごとに、下記の内容で書類を整理してください。区分ごとに通し番号をつけると整理

しやすくなります。 

 

＜例：機械装置費の場合＞ 

① 仕様書 

② 見積書、相見積書 

③ 発注書、仕様書、カタログ等の関係書類 

④ 契約書、発注請書 

⑤ 納品書（検収印を押印） 

⑥ 購入物品（納品状況、設置状況）の写真 

⑦ 請求書 

⑧ 支払を証する書類（※） 

 

※支払を証する書類の例 

【振込の場合】振込依頼書、通帳の写し、領収証 

【現金の場合】領収証、現金を引き出した通帳の写し 

【手形の場合】手形帳の控え、当座勘定照合表、領収証 

・複数の請求をまとめて支払った場合は、その支払に係る全ての請求書を備えてください。 

 

 

 

３ 復旧の方法 ３ 実績報告書の作成 

       関係書類の整理 3-1 
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１ 値引きの取扱 

・代金請求時に値引きされている場合は、値引き後の金額が補助対象経費となります。 

・補助対象経費と対象外経費が混在した代金の請求で値引きされている場合は、金額の割合に

応じて、値引き額を補助対象経費から控除してください。 

 

＜計算例＞ 

補助対象経費 １００万円（税抜） 

対象外経費   ２５万円（税抜） 

合計     １２５万円（税抜）  の請求時に、１０万円を値引きされた場合 

 

経費全体に対する補助対象経費の割合 １００万円 ÷ １２５万円 ＝ ０．８ 

補助対象経費の値引き額    １０万円 × ０．８ ＝  8 万円 

補助対象経費（税抜）   １００万円 — 8 万円 ＝ ９２万円 

 

２ 振込手数料の取扱 

・商慣習により、振込手数料分を請求金額から控除して代金を支払う場合（振込手数料相手方

負担）は、補助対象経費からその分を控除することになります。 

 

＜計算例＞ 

補助対象経費１００万円（税抜） 

消費税    １０万円 

合計    １１０万円（税込）  の請求時に、 

5５０円の振込手数料を差し引いて支払った場合 

 

振込手数料のうち本体（税抜）部分  ５５０円 ÷ １．１ ＝ ５００円 

補助対象経費（税抜）  １００万円 — ５００円 ＝ 9９万９５００円 

 

 

 

 

１ 実績報告書の提出について 

・関係書類が揃い、補助金額が計算できたら、実績報告書を作成し、関係書類の写しを添えて

令和９年４月２０日までに、県の担当者へ提出してください。 

・事業の完了及び実績報告書の内容を確認した後、指定された口座へ補助金を支払います。 

 

２ 現地調査の実施について 

・県の担当者は、補助事業者において、購入物品及び書類の原本を確認します。 

・必要に応じて、物品の取扱、書類の保管方法及び実績報告書の修正を指示します。 

 

３ 完了届の提出について 

・補助事業においては、年度内に事業が完了していることの確認が必要です。 

・実績報告書の提出が令和９年３月３１日を過ぎる場合は、事業完了後、令和９年３月３１日

までに、完了届（任意様式）を県の担当者へ提出してください。 

・補助対象経費を確認するため、関係書類（請求書等）の提出を求める場合があります。 

 

       補助金計算上の注意 3-2 

       実績報告書の作成及び県の担当者への提出 3-3 
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４ 参考資料 
       別表１ 等級単価一覧表（健保等級適用者）（令和８年度適用） 4-1 
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       別表２ 等級単価一覧表（健保等級適用者以外）（令和８年度適用） 4-2 
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様式１

補助期間：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

令和　　年度

従事者氏名 月 月 月 月
賞与の

支給回数
備考

○○○○

○○○○

○○○○

令和　　年　　月　　日

令和　　年度事業従事者に係る健保等級について、上記のとおり証明します。

所 属 部 署 名　　：

証明者氏名（自署）：

健保等級証明書

健保等級

名　　称（社名等）：

 

 

○ 本様式は、人件費単価の算定方法のうち、等級単価適用者にのみ使用する。 

○ 事業の開始月、定時決定月（９月）、新規の事業従事者の従事開始月、健保等級に改定が

ある月については必ず記載すること。 

○ 賞与の支給回数は、算用数字で記載すること。 

○ 備考欄には、賞与の支給日（あるいは支給予定日）を記載すること。 

 

       様式１ 健保等級証明書 4-3 
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様式２

給与証明書

補助期間：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

令和　　年度 月額給与

従事者氏名  月 月 月 備考

○○○○ 給与額

賞与相当額

賞与の
支給回数

○○○○ 給与額

賞与相当額

賞与の
支給回数

令和　　年　　月　　日

令和　　年度事業従事者に係る給与支給額について、上記のとおり証明します。

名　　称（社名等）：

所 属 部 署 名　　：

証明者氏名（自署）：

 

 

○ 本様式は、人件費単価の算定方法のうち、等級単価適用者以外の者のうち、月給単価を

使用する者のみ使用する。 

○ 年俸制の者については、算定した月給額を記載すること。 

○ 事業の開始月、新規の事業従事者の従事開始月、給与に変更があった月については必ず

記載すること。 

○ 賞与の支給回数は、算用数字で記載すること。 

○ 備考欄には、賞与の支給日（あるいは支給予定日）を記載すること。 

 

 

       様式２ 給与証明書 4-4 
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様式３

※勤務時間８：３０～１７：３０　　　昼休み１２：００～１３：００

開始 終了
除外す
る時間

開始 終了
除外す
る時間

7月1日 水

7月2日 木 〇 13:00 14:00 0:00 1:00 1:00

7月3日 金 〇 8:30 10:30 0:00 16:00 18:30 0:00 2:00 2:30 4:30

7月4日 土

7月5日 日

7月6日 月

7月7日 火

7月8日 水

7月9日 木

7月10日 金 〇 8:30 12:00 0:00 3:30 3:30

7月11日 土

7月12日 日

7月13日 月

7月14日 火

7月15日 水

7月16日 木

7月17日 金

7月18日 土

7月19日 日

7月20日 月 〇 8:30 17:30 1:00 8:00 8:00

7月21日 火

7月22日 水 〇 8:30 17:30 1:00 8:00 8:00

7月23日 木

7月24日 金 〇 8:30 17:30 1:00 8:00 8:00

7月25日 土

7月26日 日

7月27日 月 〇 8:30 17:30 1:00 8:00 8:00

7月28日 火 〇 8:30 18:30 1:00 9:00 9:00

7月29日 水 ○ 8:30 17:30 1:00 8:00 8:00

7月30日 木

7月31日 金

【月計】

8 日 上記報告に基づき、業務に従事したことを証します。

業務管理者　　　　宮城　次郎　

作業従事者：　　　新産　太郎

補助業務従事日誌（令和○○年７月分）

【新規参入・新産業創出等支援事業費補助金】

月　　日
従
事

① ②

当該事業の従事時間

① ② 計

従事時間数

従事内容

設計打合せ

△△部分設計作業

△△部分設計作業

○○部分，□□部分設計作業

○○部分組立作業

○○部分組立作業

○○部分組立作業

○○部分組立作業

○○部分組立作業

作業従事日数

作業従事時間数（計） ５８時間００分

令和○○年7月31日

 

       様式３ 補助業務従事日誌 4-5 


